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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する天面と底面とを持ち、所定の位置で前記天面から前記底面へ貫通する基
板貫通孔が穿設されている、誘電体基板と、
　導電膜からなり、前記誘電体基板の前記天面に形成されたアンテナ放射電極と、
　導電膜からなり、前記誘電体基板の前記底面に形成され、前記基板貫通孔と実質的に同
心で、かつ前記基板貫通孔の直径よりも大きい径の接地貫通孔を持つ、接地電極と、
　一端部が前記所定の位置で前記アンテナ放射電極と接続され、他端部が前記基板貫通孔
および前記接地貫通孔を介して前記誘電体基板の前記底面側へ導出される給電ピンと、
を有するパッチアンテナにおいて、
　前記誘電体基板は、前記天面側に設けられ、前記基板貫通孔と実質的に同心で、かつ前
記基板貫通孔の直径よりも大きい内周を有するキャビティを持ち、
　前記キャビティ内に半田が埋め込まれており、該半田は前記天面にまで盛り上がるよう
に凸形状とされ、該盛り上がり部分が前記アンテナ放射電極と接続されている、ことを特
徴とするパッチアンテナ。
【請求項２】
　互いに対向する天面と底面とを持ち、所定の位置で前記天面から前記底面へ貫通する基
板貫通孔が穿設されている、誘電体基板と、
　導電膜からなり、前記誘電体基板の前記天面に形成されたアンテナ放射電極と、
　導電膜からなり、前記誘電体基板の前記底面に形成された接地電極と、
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　一端部が前記所定の位置で前記アンテナ放射電極と接続され、他端部が前記基板貫通孔
を介して前記誘電体基板の前記底面側へ導出される給電ピンと、
を有するパッチアンテナにおいて、前記誘電体基板は、
　前記天面側に設けられ、前記基板貫通孔と実質的に同心で、かつ前記基板貫通孔の直径
よりも大きい内周を有する第１のキャビティと、
　前記底面側に設けられ、前記第１のキャビティと対向する位置で、かつ前記第１のキャ
ビティと同一形状の第２のキャビティと、
を持ち、
　前記第１のキャビティ内には半田が埋め込まれており、該半田は前記天面にまで盛り上
がるように凸形状とされ、該盛り上がり部分が前記アンテナ放射電極と接続されているこ
とを特徴とするパッチアンテナ。
【請求項３】
　前記給電ピンは、前記一端部に設けられた頭部と、前記一端部から前記他端部へ延在す
る棒状の胴体部と、を有するリベットピンから構成され、
　該リベットピンの頭部が前記キャビティ内に埋め込まれている、ことを特徴とする請求
項１又は２に記載のパッチアンテナ。
【請求項４】
　前記誘電体基板は実質的に直方体形状をしている、請求項１乃至３のいずれか１つに記
載のパッチアンテナ。
【請求項５】
　前記誘電体基板はセラミックス材料から成る、請求項１乃至４のいずれか１つに記載の
パッチアンテナ。
【請求項６】
　前記アンテナ放射電極は銀パターン印刷によって形成される、請求項１乃至５のいずれ
か１つに記載のパッチアンテナ。
【請求項７】
　前記アンテナ放射電極はほぼ正方形状をしている、請求項１乃至６のいずれか１つに記
載のパッチアンテナ。
【請求項８】
　前記アンテナ放射電極はほぼ円形状をしている、請求項１乃至６のいずれか１つに記載
のパッチアンテナ。
【請求項９】
　前記パッチアンテナはＳＤＡＲＳ衛星からの電波を受信するＳＤＡＲＳ用アンテナであ
る、請求項１乃至８のいずれか１つに記載のパッチアンテナ。
【請求項１０】
　前記パッチアンテナはＧＰＳ衛星からの電波を受信するＧＰＳ用アンテナである、請求
項１乃至８のいずれか１つに記載のパッチアンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッチアンテナに関し、特に、可搬型電子機器に内蔵搭載されるアンテナ、
自動車等の車両に搭載されるアンテナに好適なパッチアンテナに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この技術分野において周知のように、現在、自動車等の車両には種々のアンテナが搭載
される。例えば、そのようなアンテナとしては、ＧＰＳ（全地球測位システム）用アンテ
ナやＳＤＡＲＳ（衛星デジタルラジオサービス）用アンテナ等がある。
【０００３】
　ＧＰＳ（Global Positioning System）は、人工衛星を用いた衛星測位システムである
。ＧＰＳは、地球を周回している２４個の人工衛星（以下、「ＧＰＳ衛星」と呼ぶ）のう
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ちの４個のＧＰＳ衛星からの電波（ＧＰＳ信号）を受信し、この受信した電波から移動体
とＧＰＳ衛星との位置関係および時間誤差を測定して三角測量の原理に基づいて、移動体
の地図上における位置や高度を高精度で算出することを可能としたものである。
【０００４】
　ＧＰＳは、近年では、走行する自動車の位置を検出するカーナビゲーションシステム等
に利用され、広く普及している。カーナビゲーション装置は、このＧＰＳ信号を受信する
ためのＧＰＳ用アンテナと、このＧＰＳ用アンテナが受信したＧＰＳ信号を処理して車両
の現在位置を検出する処理装置と、この処理装置で検出された位置を地図上に表示するた
めの表示装置等から構成される。ＧＰＳ用アンテナとしては、パッチアンテナのような平
面アンテナが使用される。
【０００５】
　一方、ＳＤＡＲＳ（Satellite Digital Audio Radio Service）とは、米国における衛
星（以下、「ＳＤＡＲＳ衛星」と呼ぶ）を使用したデジタル放送によるサービスである。
すなわち、米国においては、ＳＤＡＲＳ衛星からの衛星波または地上波を受信して、デジ
タルラジオ放送を聴取可能にしたデジタルラジオ受信機が開発され、実用化されている。
現在、米国では、ＸＭとシリウスという２つの放送局が計２５０チャネル以上のラジオ番
組を全国に提供している。このデジタルラジオ受信機は、一般には、自動車等の移動体に
搭載され、周波数が約２．３ＧＨｚ帯の電波を受信してラジオ放送を聴取することが可能
である。すなわち、デジタルラジオ受信機は、モバイル放送を聴取することが可能なラジ
オ受信機である。受信電波の周波数が約２．３ＧＨｚ帯なので、そのときの受信波長（共
振波長）λは約１２８．３ｍｍである。尚、地上波は、衛星波を一旦、地球局で受信した
後、周波数を若干シフトし、直線偏波で再送信したものである。すなわち、衛星波は円偏
波であるのに対して、地上波は直線偏波である。ＳＤＡＲＳ用アンテナとしても、上記Ｇ
ＰＳ用アンテナと同様に、パッチアンテナのような平面アンテナが使用される。
【０００６】
　ＸＭ衛星ラジオ用アンテナ装置は、静止衛星２ケより円偏波電波を受信し、不感地帯で
は地上直線偏波設備により電波を受信する。一方、シリウス衛星ラジオ用アンテナ装置は
、周回衛星３ケ（シンクロ型）より円偏波電波を受信し、不感地帯では地上直線偏波設備
により電波を受信する。
【０００７】
　このようにデジタルラジオ放送では、約２．３ＧＨｚ帯の周波数の電波が使用されるの
で、その電波を受信するアンテナ装置は、室外に設置されなければならない。デジタルラ
ジオ受信機としては、自動車に搭載されるもの、屋根などに設置されるもの、さらに、バ
ッテリを電源として持ち運びできる可搬型のものがある。
【０００８】
　可搬型のデジタルラジオ受信機の場合、それは可搬型音響機器等の可搬型電子機器に内
蔵して搭載される。この可搬型電子機器では、デジタルラジオ放送を聴取するためのデジ
タルチューナに加えて、例えばコンパクトディスク（ＣＤ）等の光ディスクを再生するた
めの光ディスクドライブや、アンプ、スピーカを一体的に筐体に内蔵している。このよう
な可搬型電子機器において、光ディスクを着脱するための開閉可能な扉式の蓋内に、パッ
チアンテナを搭載することが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００９】
　図１乃至図３を参照して、第１の従来のパッチアンテナ１０について説明する。図１は
パッチアンテナ１０の斜視図である。図２において、（Ａ）はパッチアンテナ１０の平面
図、（Ｂ）はパッチアンテナ１０の正面図、（Ｃ）はパッチアンテナ１０の左側面図、（
Ｄ）はパッチアンテナ１０の底面図である。図３は図２（Ａ）のIII－IIIでの断面図であ
る。
【００１０】
　パッチアンテナ１０は、略直方体形状の誘電体基板１２と、アンテナ放射電極（放射素
子）１４と、接地電極（接地導体）１６と、棒状の給電ピン１８とから構成される。
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【００１１】
　誘電体基板１２は、たとえばチタン酸バリウムなどからなる高誘電率のセラミックス材
料が用いられる。誘電体基板１２は、互いに対向する天面（表面）１２ｕおよび底面（裏
面）１２ｄと、側面１２ｓとを持つ。図示の例では、誘電体基板１２の側面１２ｓの角が
面取りされている。誘電体基板１２には、後述する給電点１５の設置位置で、天面１２ｕ
から底面１２ｄへ貫通する基板貫通孔１２ａが穿設されている。
【００１２】
　アンテナ放射電極（放射素子）１４は、導電膜からなり、誘電体基板１２の天面１２ｕ
上に形成されている。アンテナ放射電極（放射素子）１２は、ほぼ正方形状をしている。
アンテナ放射電極（放射素子）１２は、例えば、銀パターン印刷によって形成される。
【００１３】
　接地電極（接地導体）１６は、導電膜からなり、誘電体基板１２の底面１２ｄに形成さ
れている。この接地電極（接地導体）１６は、基板貫通孔１２ａとほぼ同心で、かつ基板
貫通孔１２ａの直径よりも大きい直径の接地貫通孔１６ａを持つ。
【００１４】
　アンテナ放射電極１２の中心からｘ軸方向およびｙ軸方向に変位した位置に給電点１５
が設けられる。この給電点１５に給電ピン１８の一端部１８ａが接続される。給電ピン１
８は、基板貫通孔１２ａおよび接地貫通孔１６ａを経て、接地電極（接地導体）１６と離
間して下側に導出されている。
【００１５】
　ここで、給電点１５としては半田が用いられる。その為、この給電点１５は、アンテナ
放射電極１４の主表面から上方へ盛り上がった凸形状をしている。すなわち、図３に示さ
れるように、パッチアンテナ１０は、接地電極１６から給電点１５までＨ１の高さを持つ
。
【００１６】
　また、図４に示されるように、給電ピンとして、一端部１８ａに設けられた頭部１８１
と、一端部１８ａから他端部１８ｂへ延在する棒状の胴体部１８２と、を有するリベット
ピン１８Ａを用いた、第２の従来のパッチアンテナ１０Ａも知られている。この場合、リ
ベットピン１８Ａの頭部１８１がアンテナ放射電極１４の主表面上から突出した状態で、
このリベットピン１８Ａの頭部１８１が半田によりアンテナ放射電極１４に接合される。
そのため、この接合部分が給電点１５として凸形状となる。すなわち、図４に示されるパ
ッチアンテナ１０Ａは、接地電極１６から給電点１５までＨ２の高さを持つ。この高さＨ
２は上記高さＨ１よりも高い（Ｈ２＞Ｈ１）。
【００１７】
　なお、図５に示されるように、正方形状のアンテナ放射電極（放射素子）１４の代わり
に円形状のアンテナ放射電極（放射素子）１４Ａを用いた、第３の従来のパッチアンテナ
１０Ｂもある。
【００１８】
　また、実装基板などに給電ピンを貫通させることなく、表面実装することができる表面
実装型パッチアンテナが知られている（例えば、特許文献２参照）。この特許文献２に開
示された表面実装型パッチアンテナでは、誘電体基板の裏面側に、基板貫通孔とほぼ同心
で、かつ基板貫通孔の直径より大きい内周を有する凹部が形成されている。そして、給電
ピンの他端部が、誘電体基板の裏面に設けられる接地電極の露出面とほぼ面一になってい
る。
【００１９】
【特許文献１】特開２００５－１１０１９８号公報
【特許文献２】特開２００５－２６０８７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
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　特許文献１に開示されているように、蓋にパッチアンテナを設ける場合、パッチアンテ
ナの搭載スペースを出来るだけ切り詰めることが必要である。そのためには、パッチアン
テナの高さを低減することが非常に効果的である。
【００２１】
　しかしながら、特許文献２に開示されたパッチアンテナをも含めて、従来のパッチアン
テナ１０、１０Ａ、１０Ｂでは、給電点１５がアンテナ放射電極（放射素子）１４、１４
Ａの主表面から凸形状として比較的高く盛り上がっているので、パッチアンテナ１０、１
０Ａ、１０Ｂの高さＨ１、Ｈ２を低減するのには限度がある。
【００２２】
　したがって、本発明の課題は、給電点での凸形状をできるだけ低減して、高さを低くす
ることができる、パッチアンテナを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の第１の態様によれば、互いに対向する天面（１２ｕ）と底面（１２ｄ）とを持
ち、所定の位置で前記天面から前記底面へ貫通する基板貫通孔（１２ａ）が穿設されてい
る、誘電体基板（１２Ａ）と、導電膜からなり、前記誘電体基板の前記天面に形成された
アンテナ放射電極（１４）と、導電膜からなり、前記誘電体基板の前記底面に形成され、
前記基板貫通孔と実質的に同心で、かつ前記基板貫通孔の直径よりも大きい径の接地貫通
孔（１６ａ）を持つ、接地電極（１６）と、一端部（１８ａ）が前記所定の位置で前記ア
ンテナ放射電極と接続され、他端部（１８ｂ）が前記基板貫通孔および前記接地貫通孔を
介して前記誘電体基板の前記底面側へ導出される給電ピン（１８；１８Ａ）と、を有する
パッチアンテナ（１０Ｃ；１０Ｄ）において、前記誘電体基板（１２Ａ）は、前記天面側
に設けられ、前記基板貫通孔と実質的に同心で、かつ前記基板貫通孔の直径よりも大きい
内周を有するキャビティ（１２１）を持ち、前記キャビティ（１２１）内に半田（１５）
が埋め込まれており、該半田（１５）は前記天面（１２ｕ）にまで盛り上がるように凸形
状とされ、該盛り上がり部分が前記アンテナ放射電極（１４）と接続されている、ことを
特徴とするパッチアンテナが得られる。
【００２４】
　上記本発明の第１の態様によるパッチアンテナ（１０Ｄ）において、前記給電ピンは、
前記一端部に設けられた頭部（１８１）と、前記一端部から前記他端部へ延在する棒状の
胴体部（１８２）と、を有するリベットピン（１８Ａ）から構成されて良い。この場合、
該リベットピン（１８Ａ）の頭部（１８１）が前記キャビティ（１２１）内に埋め込まれ
る。
【００２５】
　上記本発明の第１の態様によるパッチアンテナ（１０Ｃ；１０Ｄ）において、前記誘電
体基板（１２Ａ）は実質的に直方体形状をしていてよい。前記誘電体基板（１２Ａ）は、
例えば、セラミックス材料から構成される。前記アンテナ放射電極（１４）は銀パターン
印刷によって形成されてよい。前記アンテナ放射電（１４）極はほぼ正方形状をしてよい
。その代わりに、前記アンテナ放射電極（１４Ａ）はほぼ円形状をしていてもよい。前記
パッチアンテナ（１０Ｃ；１０Ｄ）はＳＤＡＲＳ衛星からの電波を受信するＳＤＡＲＳ用
アンテナであってよいし、或いは、ＧＰＳ衛星からの電波を受信するＧＰＳ用アンテナで
あってよい。
【００２６】
　本発明の第２の態様によれば、互いに対向する天面（１２ｕ）と底面（１２ｄ）とを持
ち、所定の位置で前記天面から前記底面へ貫通する基板貫通孔（１２ａ）が穿設されてい
る、誘電体基板（１２Ｂ）と、導電膜からなり、前記誘電体基板の前記天面に形成された
アンテナ放射電極（１４）と、導電膜からなり、前記誘電体基板の前記底面に形成された
接地電極（１６）と、一端部（１８ａ）が前記所定の位置で前記アンテナ放射電極と接続
され、他端部（１８ｂ）が前記基板貫通孔を介して前記誘電体基板の前記底面側へ導出さ
れる給電ピン（１８；１８Ａ）と、を有するパッチアンテナ（１０Ｅ；１０Ｆ）において



(6) JP 4775574 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

、前記誘電体基板（１２Ｂ）は、前記天面側に設けられ、前記基板貫通孔と実質的に同心
で、かつ前記基板貫通孔の直径よりも大きい内周を有する第１のキャビティ（１２１）と
、前記底面側に設けられ、前記第１のキャビティと対向する位置で、かつ前記第１のキャ
ビティと同一形状の第２のキャビティ（１２２）と、を持ち、前記第１のキャビティ（１
２１）内には半田（１５）が埋め込まれており、該半田（１５）は前記天面（１２ｕ）に
まで盛り上がるように凸形状とされ、該盛り上がり部分が前記アンテナ放射電極（１４）
と接続されていることを特徴とするパッチアンテナが得られる。
【００２７】
　上記本発明の第２の態様によるパッチアンテナ（１０Ｆ）において、前記給電ピンは、
前記一端部に設けられた頭部（１８１）と、前記一端部から前記他端部へ延在する棒状の
胴体部（１８２）と、を有するリベットピン（１８Ａ）から構成されてよい。この場合、
該リベットピン（１８Ａ）の頭部（１８１）が前記第１のキャビティ（１２１）内に埋め
込まれる。
【００２８】
　上記本発明の第２の態様によるパッチアンテナ（１０Ｅ；１０Ｆ）において、前記誘電
体基板（１２Ｂ）は実質的に直方体形状をしていてよい。前記誘電体基板（１２Ｂ）は、
例えば、セラミックス材料から成る。前記アンテナ放射電極（１４）は銀パターン印刷に
よって形成されてよい。前記アンテナ放射電極（１４）はほぼ正方形状をしていてよい。
その代わりに、前記アンテナ放射電極（１４Ａ）はほぼ円形状をしていてよい。前記パッ
チアンテナ（１０Ｅ；１０Ｆ）は、ＳＤＡＲＳ衛星からの電波を受信するＳＤＡＲＳ用ア
ンテナであってよく、或いは、ＧＰＳ衛星からの電波を受信するＧＰＳ用アンテナであっ
てよい。
【００２９】
　尚、上記括弧内の符号は、本発明の理解を容易にするために付したものであり、一例に
すぎず、これらに限定されないのは勿論である。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明では、誘電体基板の天面側にキャビティを設けたので、給電点の盛り上がり程度
を低くすることができ、その結果として、パッチアンテナの高さを低減することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００３２】
　図６を参照して、本発明の第１の実施の形態に係るパッチアンテナ１０Ｃについて説明
する。図６はパッチアンテナ１０Ｃの断面図である。図示のパッチアンテナ１０Ｃは、誘
電体基板の構成が後述するように図１乃至図３に図示されたものと異なる点を除いて、第
１の従来のパッチアンテナ１０と同様の構成を有する。従って、誘電体基板に１２Ａの参
照符号を付してある。図１乃至図３に示されたものと同様の機能を有するものには同一の
参照符号を付してある。
【００３３】
　なお、図示のパッチアンテナ１０Ｃの外形は、後述するように給電点１５の盛り上がり
の程度が異なる点を除いて、図１および図２に図示した第１の従来のパッチアンテナ１０
と同様である。従って、以下では、図６に更に図１および図２をも参照して、本発明の第
１の実施の形態に係るパッチアンテナ１０Ｃについて説明する。
【００３４】
　パッチアンテナ１０Ｃは、ＳＤＡＲＳ衛星からの電波を受信するＳＤＡＲＳ用アンテナ
やＧＰＳ衛星からの電波を受信するＧＰＳ用アンテナとして使用される。
【００３５】
　パッチアンテナ１０Ｃは、略直方体形状の誘電体基板１２Ａと、アンテナ放射電極（放
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射素子）１４と、接地電極（接地導体）１６と、給電ピン１８とから構成される。
【００３６】
　誘電体基板１２Ａは、たとえばチタン酸バリウムなどからなる高誘電率のセラミックス
の材料が用いられる。誘電体基板１２Ａは、互いに対向する天面（表面）１２ｕおよび底
面（裏面）１２ｄと、側面１２ｓとを持つ。図示の誘電体基板１２Ａの側面１２ｓの角が
面取りされている。誘電体基板１２Ａには、後述する給電点１５の設置位置で天面１２ｕ
から底面１２ｄへ貫通する基板貫通孔１２ａが穿設されている。
【００３７】
　アンテナ放射電極（放射素子）１４は、導電膜からなり、誘電体基板１２の天面１２ｕ
に形成されている。アンテナ放射電極（放射素子）１２は、ほぼ正方形状をしている。ア
ンテナ放射電極（放射素子）１２は、例えば、銀パターン印刷によって形成される。
【００３８】
　接地電極（接地導体）１６は、導電膜からなり、誘電体基板１２Ａの底面１２ｄに形成
されている。この接地電極（接地導体）１６は、基板貫通孔１２ａとほぼ同心で、かつ基
板貫通孔１２ａよりも径の大きい接地貫通孔１６ａを持つ。
【００３９】
　アンテナ放射電極１２の中心からｘ軸方向およびｙ軸方向に変位した位置に給電点１５
が設けられる。この給電点１５に給電ピン１８の一端部１８ａが接続される。給電ピン１
８は、基板貫通孔１２ａおよび接地貫通孔１６ａを経て、接地電極（接地導体）１６と離
間して下側に導出されている。
【００４０】
　誘電体基板１２Ａは、天面１２ｕ側に設けられ、基板貫通孔１２ａと実質的に同心で、
かつ基板貫通孔１２ａの直径よりも大きい内周を有するキャビティ１２１を持つ。このキ
ャビティ１２１の形状は、誘電体基板１２Ａを製造するときに使用する金型上で形成され
る。したがって、誘電体基板１２Ａのコストが、従来の誘電体基板１２と比較してコスト
アップとなることはない。
【００４１】
　一方、給電点１５としては、半田が用いられる。その為、この給電点１５は、キャビテ
ィ１２１に埋め込まれた状態で、アンテナ放射電極１４の主表面から僅かに上方へ盛り上
がった凸形状になる。すなわち、図６に示されるように、パッチアンテナ１０Ｃは、接地
電極１６から給電点１５までＨ３の高さを持つ。
【００４２】
　この高さＨ３は、明らかに、図３に示した第１の従来のパッチアンテナ１０の高さＨ１
よりも低い（Ｈ３＜Ｈ１）。
【００４３】
　このように、誘電体基板１２Ａに半田を埋め込むためのキャビティ１２１を形成したの
で、パッチアンテナ１０Ｃの高さＨ３を、図３に図示した第１の従来のパッチアンテナ１
０の高さＨ１よりも低減することが可能となる。
【００４４】
　図７を参照して、本発明の第２の実施の形態に係るパッチアンテナ１０Ｄについて説明
する。図７はパッチアンテナ１０Ｄの断面図である。図示のパッチアンテナ１０Ｄは、給
電ピンの構造が図６に示したものと相違している点を除いて、図６に示したものと同様の
構成を有する。すなわち、図７では、給電ピンとして、図４に図示したようなリベットピ
ン１８Ａを用いている。
【００４５】
　換言すれば、図示のパッチアンテナ１０Ｄは、誘電体基板としてキャビティ１２１を持
つ誘電体基板１２Ａを使用した点を除いて、図４に図示した第２の従来のパッチアンテナ
１０Ａと同様の構成を有する。
【００４６】
　リベットピン１８Ａは、一端部１８ａに設けられた頭部１８１と、一端部１８ａから他
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端部１８ｂへ延在する棒状の胴体部１８２とを有する。
【００４７】
　図７に示されるように、リベットピン１８Ａの頭部１８１は、キャビティ１２１内に埋
め込まれる。このように、リベットピン１８Ａの頭部１８１が誘電体基板１２Ａのキャビ
ティ１２１に埋め込まれた状態で、このリベットピン１８Ａの頭部１８１が半田によりア
ンテナ放射電極１４に接合される。そのため、この接合部分として給電点１５が、アンテ
ナ放射電極１４の主表面上から突出する量を、図４に図示した第２の従来のパッチアンテ
ナ１０Ａよりも低く抑えることができる。換言すれば、給電点１５は、僅かに突出した凸
形状となる。すなわち、図７に示されるパッチアンテナ１０Ｄは、接地電極１６から給電
点１５までＨ４の高さを持つ。この高さＨ４は、図４に図示した第２の従来のパッチアン
テナ１０Ａの高さＨ２よりも低い（Ｈ４＜Ｈ２）。
【００４８】
　このように、誘電体基板１２Ａにリベットピン１８Ａの頭部１８１を埋め込むためのキ
ャビティ１２１を形成したので、パッチアンテナ１０Ｄの高さＨ４を、図４に図示した第
２の従来のパッチアンテナ１０Ａの高さＨ２よりも低減することが可能となる。
【００４９】
　図８を参照して、本発明の第３の実施の形態に係るパッチアンテナ１０Ｅについて説明
する。図８はパッチアンテナ１０Ｅの断面図である。図示のパッチアンテナ１０Ｅは、誘
電体基板の構成（構造）が、後述するように、図６に図示したものと相違する点を除いて
、図６に示したパッチアンテナ１０Ｃと同様の構成を有する。したがって、誘電体基板に
１２Ｂの参照符号を付してある。以下では、説明の簡略化のために、図６に図示したパッ
チアンテナ１０Ｃと異なる点についてのみ説明する。
【００５０】
　誘電体基板１２Ｂは、更に別のキャビティ１２２を持っている点を除いて、図６に図示
した誘電体基板１２Ａと同様の構成を有する。ここでは、キャビティ１２１を第１のキャ
ビティと呼び、この別のキャビティを第２のキャビティと呼ぶことにする。
【００５１】
　第１のキャビティ１２１は、前述したように、誘電体基板１２Ｂの天面１２ｕ側に設け
られ、基板貫通孔１２ａと実質的に同心で、かつ基板貫通孔１２ａの直径よりも大きい内
周を有する。第２のキャビティ１２２は、誘電体基板１２Ｂの底面１２ｄ側に設けられ、
第１のキャビティ１２１と対向する位置で、かつ第１のキャビティ１２１と同一形状を持
つ。
【００５２】
　このような構造の誘電体基板１２Ｂは、天面（表面）１２ｕと底面（裏面）１２ｄとが
区別されることなく同様の形状をしているので、図６に図示した誘電体基板１２Ａと比較
して、管理工数・項目を低減することが可能となる。換言すれば、アンテナ放射電極１４
と接地電極１６を形成する際に、誘電体基板１２Ｂの表裏をチェックする必要がないので
、製造ミスを減少させることができる。
【００５３】
　なお、このように誘電体基板１２Ｂの両面１２ｕ、１２ｄ側にキャビティ１２１、１２
２を設けても、誘電体基板としての性能上問題ないことを、本発明者は確認している。
【００５４】
　このような構造を有するパッチアンテナ１０Ｅでも、図６に図示したパッチアンテナ１
０Ｃと同様に、誘電体基板１２Ｂに半田を埋め込むための第１のキャビティ１２１を形成
したので、パッチアンテナ１０Ｅの高さＨ３を、図３に図示した第１の従来のパッチアン
テナ１０の高さＨ１よりも低減することが可能となる。
【００５５】
　図９を参照して、本発明の第４の実施の形態に係るパッチアンテナ１０Ｆについて説明
する。図９はパッチアンテナ１０Ｆの断面図である。図示のパッチアンテナ１０Ｆは、誘
電体基板として図８に示した誘電体基板１２Ｂを使用した点を除いて、図７に示したパッ
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【００５６】
　このような構造を有するパッチアンテナ１０Ｆでも、図７に図示したパッチアンテナ１
０Ｄと同様に、誘電体基板１２Ｂにリベットピン１８Ａの頭部１８１を埋め込むための第
１のキャビティ１２１を形成したので、パッチアンテナ１０Ｆの高さＨ４を、図４に図示
した第２の従来のパッチアンテナ１０Ａの高さＨ２よりも低減することが可能となる。
【００５７】
　以上、本発明について好ましい実施の形態によって説明してきたが、本発明は上述した
実施の形態に限定しないのは勿論である。例えば、上記実施の形態では、アンテナ放射電
極が正方形状をしているが、図５に示されるような、円形状をしていても良いのは勿論で
ある。また、誘電体基板の素材は、セラミック材料に限定されず、樹脂材料から構成され
ても良い。さらに、本発明に係るパッチアンテナは、ＧＰＳ用アンテナやＳＤＡＲＳ用ア
ンテナに適しているが、これらに限定される訳ではなく、他の衛星波、地上波を受信する
ための移動体通信用のアンテナとしても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】第１の従来のパッチアンテナの斜視図である。
【図２】図１に示したパッチアンテナを示す図で、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、（
Ｃ）は左側面図、（Ｄ）は底面図である。
【図３】図２（Ａ）の線III-IIIについての断面図である。
【図４】第２の従来のパッチアンテナの断面図である。
【図５】第３の従来のパッチアンテナの斜視図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係るパッチアンテナの断面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係るパッチアンテナの断面図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係るパッチアンテナの断面図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係るパッチアンテナの断面図である。
【符号の説明】
【００５９】
　　　　１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅ、１０Ｆ　　パッチアンテナ
　　　　１２Ａ、１２Ｂ　　誘電体基板
　　　　１２ｕ　　天面（表面）
　　　　１２ｄ　　底面（裏面）
　　　　１２ａ　　基板貫通孔
　　　　１２１、１２２　　キャビティ
　　　　１４、１４Ａ　　アンテナ放射電極
　　　　１５　　給電点
　　　　１６　　接地電極
　　　　１６ａ　　接地貫通孔
　　　　１８　　棒状の給電ピン
　　　　１８ａ　　一端部
　　　　１８ｂ　　他端部
　　　　１８Ａ　　給電ピン（リベットピン）
　　　　１８１　　頭部
　　　　１８２　　胴体部
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【図７】

【図８】
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